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河川整備基
本方針策定
事務簡素化

河川法第１６
条、第１６条
の２、第７９
条、９８条

河川法施行
令第５３条

河川法施行
規則第３７条
の５

都道府県知事が管理する２級水系に
ついて河川整備基本方針又は河川
整備計画を定めるか、又は変更する
場合は国土交通大臣と協議し同意を
得る必要がある。

Ｃ

河川整備基本方針及び河川整備計画は、平成９年の河
川法の改正において導入された計画制度であり、併せ
て河川法の目的に従来の治水・利水に新たに、環境の
整備と保全が加わった。
　河川整備基本方針及び河川整備計画の策定にあたっ
ては、河川の計画対象区間における河川並びに流域の
特性及び現状の課題を踏まえ、災害発生の防止又は軽
減に関する事項、河川の適正な利用及び流水の正常な
機能の維持に関する事項並びに河川環境の整備と保全
に関する事項など多岐にわたる事項について考慮した
上で、適切かつ分かりやすく目標を設定しなければなら
ない。これらの事項について確認すべきことが多数にわ
たることから、国と都道府県の間で互いの確認に時間を
要している。さらに、これらの事項についての確認には
十分なデータ等の蓄積が必要であるが、その蓄積・整理
が十分でない場合もあり、その確認・修正に時間を要し
ている場合もある。
　なお河川法第９８条、河川法施行令第５３条第３項第３
号、河川法施行規則第３７条の５において２級河川の河
川整備基本方針の一部及び河川整備計画の国との協
議、同意については地方整備局長および北海道開発局
長に委任しており、また協議の迅速化を図ることとして
平成１７年３月に「河川整備計画等審査マニュアル」を定
めるなど審査にあたっての簡素化に努めているところで
ある。

２級河川の基本方針、整
備計画の策定時におけ
る国土交通大臣同意に
ついて、確認項目や提
出書類の簡素化ができ
ないか検討されたい。
また、２級河川において
は、都道府県が基本方
針、整備計画を策定し、
その内容を国土交通大
臣へ報告する事で足りる
とする緩和措置を検討さ
れたい。
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　抜本的に協議の簡素化・迅速化を図るため、確認すべき事項を明確
化するなど、平成１７年３月に「河川整備計画等審査マニュアル」を作
成し、国の関係部署と都道府県に通知したところである。
　同マニュアルを作成・通知したばかりであり、これにより、相当な簡素
化等が図られるはずであるが、今後、同マニュアルに基づく実施状況
を踏まえ、更に改善すべき点があれば必要な見直しを行うこととしてい
る。
　河川整備基本方針や河川整備計画の策定に時間を要しているもの
の原因は、こうした手続き面とは別に、平成９年の河川法の改正にお
いて、従来の治水・利水に新たに環境の整備と保全が加わり、この策
定者が内容を整えることに時間を要している場合が多い。
　河川環境の保全と整備は、重要な事項であり、社会的関心も高く、必
要事項についての記述をないがしろには出来ないものである。
　水害から国民の生命、財産を守ることは、国民に対して基本的人権
と財産権を保護するという国の基本的使命であり、地域格差を生じず、
水害からの安全を国民が等しく享受できるよう国が責任を果たす必要
があることから、二級河川の管理も法定受託事務となっているもので
ある。
　従って、国は全国的安全度のバランスの確認や法令による必須事項
が記載されているか否かの確認等の最低限の審査を行い、都道府県
から協議を受け同意することとなっているが、これを報告すればよいこ
とにはできない。
　このように、国が確認審査する事項は、限定的なものであり、指摘に
あるような都道府県の地域の実情に応じた計画的効果的な河川整備
を阻害しているものではない。
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　河川法第１６条等の規定による２級河
川の河川整備基本方針及び河川整備
計画（以下、基本方針等という）を定め
又は変更しようとする場合には、河川法
第７９条の規定により、国土交通大臣の
同意を得ることとなっている。
　現状は、国土交通省の担当者が全国
の協議を受けており協議に時間を要す
ることが多く、申請後の審査にも時間を
要するなど、基本方針等の策定が進ん
でいない状況である。
　このことによって、２級河川の河川管
理者である都道府県知事は、基本方針
等を定め、河川整備や管理を行うという
河川管理者の責務を全うできない状況
にある。
　そこで、２級河川の基本方針等の策定
にあたっては、都道府県が策定し、国土
交通省へは報告で足りるものとする。
　なお、平成１６年４月１０日現在で、２級
水系の河川整備基本方針は全国では２
４５水系、河川整備計画は１２２水系で
策定済みとなっている。

岩手県

提案は、景観法に基づく景観評価を求めているものであるから、環境アセ
スメントの枠内で景観評価を行うという理由では、措置の分類はD-1に該
当しないのではないか。
「美しい国づくり大綱」を始め「観光立国行動計画」における良好な景観
形成を推進しようという政府の呼びかけにもかかわらず、まだ国民全体の
景観に対する意識が高いとは言えない。このような状況においては、景観
形成ガイドラインを策定することが、事業担当者が円滑に事業を進めてい
く上で必要となるであろう。景観形成ガイドラインが分野毎に分かれてい
るとしても、事業の際にはまちづくりや景観の専門家が風景と一体的な景
観が形成されるよう指揮する必要がある。
2004年4月に開業した九州新幹線の新八代－鹿児島中央間の建設にあたっ
ても、同じ手続きが取られたのだろうと推察する。この部分の構造物をよ
く見ると、確かに一昔前に建設された山陽新幹線や東北新幹線などと比較
して、土木構造物の美観が改善されていると認められる。とりわけ、球磨
川橋梁のように河川にかかる橋梁は十分に美しいと言える（写真1）。そ
れに対し高架橋については、美観への配慮が覗える部分があるものの、全
体へ配慮が行渡っているとは言い難い。我が国では高度成長期以降、地上
での鉄道整備においてはラーメン構造による高架橋でほとんどが建設され
ている。このラーメン構造を美しいと言う意見を耳にしたことがない。

既開業部分の鹿児島市内では、写真2を見る限りラーメン構造は採用され
ておらず、美観へ一応の配慮がなされたと推察する。現在建設が進められ
ている博多－新八代間は約半分が平野部であり高架橋の多用が予想され
る。既に建設が進捗している熊本以南ではこのラーメン構造の採用が確認
され（写真3）、良好な田園風景形成への配慮が感じられず非常に残念で
ある。構造物を美しいと思うかどうは個人の主観であり、大勢の感性に応
える物を造ることは難しいと主張されるだろう。しかし、鉄道各社や鉄道
建設運輸施設整備支援機構が毎年発行するカレンダーには鉄道のある風景
を印刷している物が多いが、それらには多数の人が美しくないと感じる写
真は使用されていないはずである。また、参考として添付する写真をイン
ターネットから得ようとした際に、良くない例として新水俣北部のラーメ
ン高架橋の写真を探したが、見つけることができなかった。すなわち、美
しいと思わない物を敢えて写真に収める人はいないということである。こ
のようなことから、多くの人の感性はそうかけ離れているものではなく、
皆が良好と認めるようにデザインすることは可能であると言うことができ
る。写真に収めたいと思わせるような美観とすることは理想であるが、場
合によっては建設費の多大な増額を招くことになるため、ランドスケープ
になるべき所以外に過度にデザインの追及をすべきではない。良好な景観
を保全するのに必要な美観のレベルは、写真のフレームに収まることが気
にならない程度を目標とするのが妥当ではないかと考える。細に入って恐
縮であるが、写真2のとおり近年美観について改善がなされていることは
評価したい。しかし、まだ武骨な印象を与えることは否めない。参考とし
て写真4を提示する。これはフランスTGV地中海線の高架橋である。桁、橋
脚とも全体がすっきりとした仕上げになっている。また例を提示しない
が、橋脚の表面においても模様が刻まれ表情を持っている。このような例
から、少しの工夫で随分と与える印象を改善できることがわかる。是非海
外の良い例を見ていただきたい。
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国の事業に
おける景観
形成に関す
る権限移譲

景観法第７
条、８条、１６
条等

全国新幹線
鉄道整備法
第９条

景観法においては、地域における景
観行政を担う主体として、「景観行政
団体」という概念を設けている。景観
行政団体は景観計画を策定する主体
であり、政令指定都市及び中核市は
自動的に、それ以外の市町村は都道
府県との協議を経て景観行政団体と
なることができる。それ以外の区域に
ついては、都道府県が景観行政団体
となる。
景観計画は、景観行政団体が、良好
な景観の形成を図るため、その区
域、良好な景観の形成に関する基本
的な方針、行為の制限に関する事項
等を定める計画である。

整備新幹線の建設主体は、建設線の
建設を行おうとするときは、整備計画
に基づいて、建設線の工事実施計画
を作成し、国土交通大臣の認可を受
けなければならない。
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　景観行政団体は、地域における景観行政を担う主体と
して、景観計画の策定、景観計画区域内における建築・
建設等に係る届出・勧告（国の機関又は地方公共団体
の行う行為については通知・協議）制度などを通じ、地
域における良好な景観形成の主体となることができる。
　新幹線のルート及び構造物については、地形・地質、
自然条件や都市の位置、鉄道の技術基準、経済性等を
総合的に考慮する必要があり、景観の観点のみで決定
されるものではない。したがって、景観行政団体への路
線計画や構造物デザインの権限委譲は適当ではない。

右提案主体の意見につ
いて検討の上回答され
たい。

この提案が期待する効果は、単に良好な景観の形成だけでなく、地域
の自主的取組みと国民の景観に対する意識を相乗的に高めることにあ
るので、措置の分類はD-1に該当しない。
地域再生基本方針によれば、地域再生を図るためには地域は自主的か
つ自立的な取組みで知恵と工夫を競い合うことが重要である。新幹線
の整備は地域再生の可能性を与えるものかもしれないが、国から造っ
てもらうという意識では再生は実現しない。この機会は当に地域の独
自性を発揮できる時であるので、高架橋等のデザインだけでも地域に
裁量を与えることはできないものだろうか。その際、当然鉄道建設運
輸施設整備支援機構による技術的なサポートが必要となる。各地域が
独自のデザインを採用することで、国民の景観に対する意識が高まる
ことが期待される。これは、国にとっても地域にとっても先進的な取
組みになるかもしれないが、地域再生基本方針の言う“政府が実施す
べき施策に関する基本的な方針”に合致する。参考までに申し上げる
と、フランスでは各地方圏に景観デザイナーがいて、それが採用する
建築家が高架橋等の設計を行うという仕組みを取っている。
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　景観法に基づき、景観行政団体である地方公共団体は、景観計画を
定めて、区域内において行われる建築物の建築や工作物の建設等が
計画に定められた制限に適合しないと認められる場合に、必要な措置
をとることを勧告すること等により当該構造物を地域の景観に即した形
態意匠に誘導することが可能である。

新幹線のルート及び構造物については、地形・地質、自然条件や都市
の位置、鉄道の技術基準、経済性等を総合的に考慮する必要があり、
新幹線の構造物に関するデザインについてのみ地域の裁量とすること
はできないが、九州新幹線久留米駅部の例にみるように、地元自治体
の意向にも配慮している。
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国の事業についても、補助金等を活用し
地域の景観行政団体が景観形成の主
体となる。

新幹線の整備など国が行う事業に
ついても、良好な景観形成には地域
が責任をもつべく、路線計画や構造
物デザインに関して景観行政団体
へ権限を移譲する。

個人
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新幹線構造
物整備によ
る良好な景
観形成
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新幹線については駅・ルート案の公表後、環境影響評
価を実施しており、その中で景観についても評価してい
る。また、新幹線の建設主体である独立行政法人鉄道
建設・運輸施設整備支援機構は、「鉄道構造物景観設
計の手引き」を作成するなどして、構造物の設計にあ
たって景観に配慮するよう努めている。
なお、九州新幹線久留米駅において、地元自治体が立
ち上げた景観検討委員会に県、独立行政法人鉄道建
設・運輸施設整備支援機構等が参加して、景観につい
て検討が進められているように、県等を含めた景観に関
する取組みが行われているところである。

右提案主体の意見につ
いて検討の上回答され
たい。

九州新幹線の提案対象地域において、景観法施行前に環境アセスメン
トが実施されていることは承知している。提案は、まだ着工されてい
ない区間について景観法に基づく景観評価を求めているものであるか
ら、すでに環境アセスメントの枠内で景観評価を行ったという理由で
は、措置の分類はD-1に該当しないのではないか。
新久留米駅の駅舎や駅前広場の計画に関して検討会が設置され計画が
公表され、現在インターネット上で駅舎デザインに関するアンケート
が実施中であることは知っていた。県を含めて景観に関する検討が行
われていることは知らなかったが、これらの取組みは評価したい。し
かし多くの住民は完成するまで、例えば筑後川にかかる橋梁がどのよ
うなものか知らないのではないだろうか。個性的で活力ある地域社会
を実現するためには、地域住民の声を反映させる必要がある。鉄道は
長大な構造物であるので、面的な観光地づくりに重大な影響を与える
恐れがあることを十分に認識いただきたい。景観法は、景観行政団体
である地方公共団体が景観計画策定の中心になることを求めている点
で重要である。国民が景観への関心を高め、美しく風格ある国土の形
成を実現すべく、国や地方自治体は景観法に定められたそれぞれの責
務を全うするよう努力されることを期待する。
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景観法では、景観行政団体が景観計画を定めることができる旨規定さ
れているが、景観評価という制度は存在しない。
提案の主旨は新幹線の景観評価を行うことと解されるが、今後着工す
る区間についても、環境影響評価の中で景観についても評価するほ
か、九州新幹線久留米駅部の例にみるように、地元自治体等の意向
に配慮した景観に対する取り組みも進めているところである。
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福岡県は、まもなく九州新幹線が建設さ
れる予定である筑後地方において、新
幹線構造物整備による良好な景観形成
に努める。

・九州地区後地方は、福岡県が良好
な景観を保全するための取組みを
進めている地域である（添付資料
②）。福岡県は、景観行政団体とし
て景観計画を定め、九州新幹線整
備に対する景観評価を行う。
・特に現計画で景観に重大な影響を
及ぼすと考えられる高架橋の建設
が危惧される（添付資料③）。市街
地では、電線同様できるだけ目立た
なくするのがよいが、建設費増加等
の問題が生じるばあい、少なくとも
美観に配慮した構造物デザインとす
る。
・建設計画または構造物デザインの
変更による景観の改善を住民へ示
し、良好な景観形成が地域再生に
とって必要不可欠であるという理解
を国民全体へ広げる。

個人

これから整備される鉄道構造物につい
て景観評価に着手する。

・鉄道構造物の景観評価をいかに
あるべきか、旧省間の垣根を越え国
土交通省内で検討する。
・今後の鉄道構造物整備に対する
景観評価が円滑に進むよう、他事業
区分同様、景観評価の基本方針を
作成し、景観形成ガイドラインを策
定する。
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1
2
0
1
0

D
-
1

個人

　提案の主旨は新幹線の景観についての指針を作成することと解され
るが、新幹線の建設主体である鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、
「鉄道構造物景観設計の手引き」を作成しており、新たにガイドラインを
作成する必要はないものと考えている。
　なお、九州新幹線久留米駅部の例にみるように、地元自治体や鉄道
建設・運輸施設整備支援機構、学識経験者、市民有識者等が参加し
た委員会等で検討することにより、まちづくりや景観に配慮する取り組
みも進められているところである。

-

1
2
2
0
0
2
0

鉄道構造物
の景観評価
対象化

－ －
Ｄ
－
１

新幹線については駅・ルート案の公表後、環境影響評
価を実施しており、その中で景観についても評価してい
る。また、新幹線の建設主体である独立行政法人鉄道
建設・運輸施設整備支援機構は、「鉄道構造物景観設
計の手引き」を作成するなどして、構造物の設計にあ
たって景観に配慮するよう努めている。

右提案主体の意見につ
いて検討の上回答され
たい。

1/2



 12　国土交通省（地域再生 非予算）再々検討要請回答

管
理
コ
ー

支援措置に
係る提案事
項

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ

支
援
措
置

支援措置に係る提案事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

1
2
2
0
0
5
0

まちなか共
同住宅建設
アドバイザー
制度の創出

－ －
Ｄ
－
１

まちなか共同住宅建設等に関する専門家等派遣につい
ては、地元の協議会組織等が行う良好なまちなみ形成
方策等に係る検討費用に対して補助を行う地方公共団
体に対し、その費用の一部を補助する「まちなみデザイ
ン推進事業（市街地再開発事業等補助要領：昭和62年5
月20日付建設省住街発第47号）」にて対応可能。

右提案主体の意見につ
いて検討の上回答され
たい。

アドバイザー制度の役割としては、当地のような区画整理事業、商業集積事
業（高度化事業）が既に実施され、ハード整備が現在進行中の地域につい
て、対象区域内にアパート、マンションなど具体的に建設する者に対して個
別にアドバイスを行なう事である。これはそれまで協議された良好なまちな
みの形成について、特に共同住宅部分に対しての実現化を図る上で重要で
ある。
区画整理等の事業はご案内の通り、事業終了までかなりの時間がかかり、
その間に建設される共同住宅に対して、機動的、専門的にアドバイスする制
度があると、まちなみ形成の継続性、実現性に大きく貢献できると確信す
る。その観点から、アドバイザーについては、地元行政、ＴＭＯや商工会議所
等から、一定の要件を満たす該当者を国土交通省へ推薦し、任命いただ
き、被推薦者は必要な国土交通省等の該当する研修を受講させ、専門的な
知識を習得させる。
地元からアドバイザーを任命する事により、地域に根ざした共同住宅部分に
係るまちづくりが可能となり、情報の共有、ノウハウの蓄積につながる。これ
らの成果は、新たにまちづくりを行なう地域に対して、より具体的に、事例を
基にしたノウハウ、情報の提供が可能になる。
市街地の拡散は、中心市街地の空洞化に拍車をかけ、社会資本整備、維持
に係る追加的費用の増大につながる。中心市街地への回帰、いわゆるコン
パクトシティ実現がこれら問題解決に不可欠であり、合わせて、少子高齢化
対策としての居住空間の創出についても、中心市街地の役割はますます重
要になる。居住空間をどのように創出するかが中心市街地の再生の要であ
り、その意味でアドバイザー制度の設置について再考いただきたい。
　尚、このアドバイザー制度については、当プロジェクトとして別途提案して
いる「共同住宅建設に係る無利子融資制度」の制度利用条件として列記して
いる。

D
-
1

　現状においても、国及び地方公共団体の補助の下、地元協議会組
織がアドバイザーを任命し、良好なまちなみ形成方策等に係る検討に
参画させることは可能である。
　また、当該アドバイザーの任命の可否は、地域に根ざしたまちづくり
が可能な専門的知識・経験を有していると当該地域の実情を最も理解
している地元関係者において判断されれば十分であり、国土交通省に
おいて任命を行うことまでは不要と考えられる。なお、ＮＰＯ法人等の
住まい・まちづくり活動団体で構成する「住まい・まちづくり活動推進協
議会」において、中心市街地の活性化等、住まい・まちづくり活動への
助言・協力等を行うアドバイザーのデーターベースを構築し、平成１７
年７月よりインターネット上で公開・運用しているところ（ホームページ：
http://www.aihc.jp/）。

1
0
0
4

1
0
0
4
2
0
2
0

一般的に、中心市街地地権者の方々
は、各省庁住宅関連制度について理解
する場が無く、共同住宅建設計画に関し
て相談する場合も業者へ直接相談する
事となる。
事前に建設情報を得て、的確なアドバイ
スを行う事により、施工主の心的負担軽
減を図り、中心市街地の総合的なまち
づくりにつなげる。
（効果）
　中心市街地に共同住宅を建設しようと
する者に対して、的確なアドバイス及び
建設、運営に係る情報の提供を行う事
により、相談者に対してまちなか居住創
出についての理解と協調を促し、より具
体的な対応が可能となる。

中心市街地活性化区域に共同住宅
を建設する者に対して下記のアドバ
イスを行ない街づくりの円滑な推進
に繋げる。
① 共同住宅建設に係る各制度の普
及
② 地区計画、景観、街区申し合わ
せ事項等の周知
③ ②に基づいた建設計画のアドバ
イス
④ 資金計画についてのアドバイス　
⑤ 共同住宅運営についてのアドバ
イス

日向商
工会議
所

1
2
2
0
0
6
0

建築確認等
に関する事
務に係る基
礎自治体間
の共同処理

－ －
Ｄ
－
１

　地方自治法第２８４条の規定に基づき設けられた一部
事務組合については、同法第２９２条の規定に基づき、
都道府県の加入するものにあっては都道府県に関する
規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入
しないものにあっては市に関する規定、その他のものに
あっては町村に関する規定を準用することとしている。
また、建築基準法第４条第２項等の規定により、市町村
は建築主事を置くことが可能である。
　よって、市町村からなる一部事務組合は建築主事を置
くことが可能であり、御要望の内容は、現行制度におい
て可能である。

1
2
6
7

1
2
6
7
2
0
7
0

建築確認等に関する事務を，基礎自治
体が共同処理できるよう制度の見直しを
行うこと。

基礎自治体への権限移譲 広島県

1
2
2
0
0
7
0

地方で策定
する各種計
画の事前協
議制の廃止

国土利用計
画法第９条第
１０項
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

○都道府県知事が土地利用基本計
画を策定又は変更する場合には、国
土交通大臣に協議し、その同意を得
なければならない。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○都
道府県が決定する都市計画のうち、
大都市及びその周辺の都市に係る都
市計画区域等に係るもの及び国の利
害に重大な関係があるものについて
は、国土交通大臣の同意を得なけれ
ばならない。
　市町村が都市計画を決定するとき
は、都道府県知事の同意を得なけれ
ばならない。

Ｃ

・土地利用基本計画は、個別規制法に基づく諸計画に
対する上位計画として広域的な観点からの調整が必要
になる上、土地利用基本計画の５地域区分のそれぞれ
に相当する個別規制法の地域・区域には、国が指定又
は監督権限を有するものがあり、国と調整を図っておく
必要があることから、国への協議等を廃止することは不
可能である。　

・三大都市圏等の区域における都市計画については、
国土政策上の位置付け、人口及び諸機能の集積状況
の観点から、また一般国道、第一種空港及び一級河川
等国の利害に重大な関係がある都市施設を定める都市
計画については国家的な観点から、国と調整を図ってお
く必要があることから、国への協議等を廃止することは
不可能である。
　市町村の都市計画決定については、市町村間の広域
的調整を行う必要があることや都道府県と市町村が役
割の分担上、都市計画決定権者として同一の区域につ
いて都市計画を定めることになるため、それぞれが定め
る都市計画相互に矛盾を生じることを避けるため等、両
者の調整を図っておく必要があることから、都道府県知
事の協議等を廃止することは不可能である。
　なお、都市計画の事前協議は、法律上の義務ではな
い。

右提案主体の意見につ
いて検討の上回答され
たい。

【土地利用基本計画】
○本県の提案は，地方分権改革の推進を図るため，地方で行うべきことは
地方で行うことができるよう制度の見直しを提案しているものである。
○御回答にある「上位計画として広域的な観点からの調整が必要」及び「国
が指定又は監督権限を有するものがあり，国と調整を図る必要がある」とい
う部分についてであるが，本県の提案の趣旨は，地方分権の進展により，こ
れらの国の関与が必要ないというところから提案しているものであり，すなわ
ち，御回答の部分を廃止していただくよう提案したところである。
○その点を御理解いただき，地方分権改革を推進するという国，地方共通
の認識の上，なぜ御回答のような関与が必要であるのか，再度御回答いた
だきたい。
【都市計画】
○当該計画に係る提案についても，上記と同様，地方分権改革の趣旨に則
り提案したものである。
○御回答の趣旨は，「都道府県と市町村がそれぞれで策定する都市計画に
おいて，矛盾が生じないよう国が調整する必要がある。」と解釈できるが，そ
もそも本県の提案は，それらの調整も含めて，地方で行うことが昨今の地方
分権の流れであるとの認識から提案したものであり，その上で，国が関与す
る必要性はないと考えている。
○その点を御理解いただき，地方分権改革を推進するという国，地方の共
通の認識の上，なぜ御回答のような関与が必要であるのか，再度御回答い
ただきたい。

C

【土地利用基本計画】
　国土全体において適正かつ合理的な土地利用を図るためには、県境を越
えて一体として森林地域や自然公園地域等を設定する必要があり、土地利
用基本計画の策定・変更の影響についてより広域的な観点から国との調整
が必要である。
　また、土地利用基本計画の５地域区分のそれぞれに対応する個別規制法
の地域・区域には、都市計画区域の指定に際しての国土交通大臣への協
議・同意、国立公園及び国定公園の環境大臣による指定などのように国の
関与を要するものがあり、都道府県が定める土地利用基本計画の５地域区
分と指定において国の関与を要する個別規制法の地域・区域との矛盾が生
じないよう国と調整を図っておく必要がある。加えて、５地域区分の設定・変
更が決定されると国の機関もこれに即して土地利用規制等の措置を講ずる
ことが求められ得ること等から、土地利用基本計画の策定・変更の影響につ
いてより幅広い観点から国との調整が必要である。
　以上のことから、土地利用基本計画の策定・変更に関し国への協議等を廃
止することは困難である。
【都市計画】
　国の協議・同意は、都道府県と市町村がそれぞれで策定する都市計画の
調整を行うためのものではなく、都市計画法第18条第４項に規定するとおり
国の利害を調整する観点から行っている。例えば、一般国道、高速自動車
国道、一級河川等の都市施設は、国土整備の根幹的な施設又は国民の安
全を守る最も重要な施設であり、国が作成する方針・計画に従って整備して
いることから、国との調整を行っている。
　国の計画に適合することとしている上に協議を行うことが過剰な関与である
とのことであるが、国の計画にその利害がすべて反映されているわけではな
く、国の計画に適合するだけでは必ずしも十分に国の利害を調整したことに
はならない。また、国の計画をそのまま都市計画に落とせるわけではないた
め、国の計画の趣旨が適切に反映されているか否かを判断する必要があ
る。これは、市町村の都市計画に対する県の同意についても同様である。

右提案主体の意見に
ついて、検討の上回答
されたい。

【土地利用基本計画】
○前回意見でも述べたとおり，本県の提案は，地方分権改革
の推進を図るため，地方で行うべきことは地方で行うことがで
きるよう制度の見直しを提案しているものである。
○国土全体において適正かつ合理的な土地利用を図る上
で，国への協議及び同意は必要との見解であるが，今後，都
道府県再編等の議論が活発化していくであろう中，国土の保
全や利用についても，一定程度は，広域的自治体の裁量に委
ねられるべきものと考えられる。
○今後の道州制議論等も注視しつつ，地方分権の本旨も踏ま
えながら，今後，地方に対する権限の移譲について御検討い
ただきたい。
【都市計画】
○本県の意見に対し，「国の計画の趣旨が適切に反映されて
いるか否かを判断する必要」があるため協議は必要とのこと
だが，各地方公共団体は，国の計画はもとより，当該地域に
おける利害関係等を十分検討のうえ計画を作成するわけであ
り，国の利害に反する計画を策定することはまずあり得ないと
考えられる。
○地方分権は，そもそも国と地方公共団体の信頼関係のもと
に成立するものであり，地方分権の趣旨から鑑みても，御回
答のような二重の関与は，必要ないと考える。

C -

【土地利用基本計画】
　土地利用基本計画は、現行法制上唯一の都道府県域全域
に及ぶ土地利用に関するマスタープランである。前回回答の
とおり、県境を越えた地域設定や、国との関与を要する個別
規制法に基づく地域・区域の設定との矛盾防止などの必要か
ら、土地利用基本計画の策定・変更に当たって国への協議及
び同意が必要であり、当該協議等を廃止することは困難であ
る。
　なお、今後の道州制に係る議論等に関しては注視していくこ
とが必要であると認識しているが、都道府県再編や道州制に
関し具体的な方向性や各道州が担うべき機能等が決定され
ていないのが現状であると認識している。
【都市計画】
　前回回答にもあるように、国の計画には国の利害がすべて
反映されているわけではなく、地方公共団体が、国の利害を
常に十分に把握することも困難であることから、国との協議な
しに国の利害に反しない計画が策定可能とは言い難い。
　国と地方公共団体の間に信頼関係があるとしても、地方公
共団体は国と全く同じ考えであるとは限らず、国の利害に関
係があるものについて国が意見を述べることが必要であり、こ
れは地方分権の趣旨と相反するものではない。
　以上より、国の関与は必要である。

1
2
6
7

1
2
6
7
2
1
7
0

○ 地方公共団体が策定する各種計画
は，国・県が策定する上位計画に則して
策定することが個別法上義務付けられ
ているので，必要以上の国等の関与を
排除することを提案する。

○国や県に対する事前協議や同意
の手続きが廃止されることにより，
必要以上の関与が排除され，各基
礎自治体での自主的・総合的な取
組みが可能となる。

広島県

1
2
2
0
0
8
0

審議会の必
置規制の廃
止

港湾法第３５
条の２

港湾に関する重要事項を調査審議さ
せるため、重要港湾の港湾管理者と
しての地方公共団体に、地方港湾審
議会を置くものされている。（港湾法
第３５条の２）

Ｃ

重要港湾の港湾管理者には、港湾計画の策定が義務
づけられている（法第三条の三）。港湾は面的広がりを
有するものであり、関係する主体が多岐にわたることか
ら、港湾計画の策定に当たっては、地域の将来における
各種諸要請に適切に対応したものである必要がある。
また、環境整備負担金その他の当該港湾に関する重要
事項についても当該地域の各種関係者の意見を十分踏
まえる必要がある。したがって、これら事項を港湾管理
者が決定するにあたり、当該地域の各種関係者の意見
を十分に踏まえ、地域の総意としての意思形成を図るこ
とは必要不可欠であり、それを担保する制度としての地
方港湾審議会の設置については、法で定める必要があ
ると考える。

右提案主体の意見につ
いて検討の上回答され
たい。

　地方港湾審議会の必要性については，県としても充分認識しているが，港
湾計画の軽微な変更の場合等審議内容によって審議会開催を判断できる
等の弾力的な運用及び管理者が同一の港湾における審議会の再編による
効率的な運営が可能となるよう，ご検討いただきたい。

1)
Ｄ
－
１

2)
Ｅ

１）港湾法第三条の三の第三項においては、軽易な変更であるかどう
かにかかわらず、「港湾計画を定め、又は変更したときは、地方港湾審
議会の意見をきかなければならない。」とされており、地方港湾審議会
の意見をきくことは必要である。先般もお答えしたように、そもそも港湾
計画と環境整備負担金は港湾に関する重要事項であるため、当該地
域の各種関係者の意見を十分に踏まえ、地域の総意としての意思形
成を図ることは必要不可欠である。そのため、地域の総意としての意
思形成を図るための機関として地方港湾審議会の必置を定めていると
ころである。よって、地方港湾審議会の意見をきくことは必要である。
なお、地方港湾審議会の運用については、港湾法第三十五条の二第
二項において、「地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な
事項は、条例で定める。」とされており、上記の法の趣旨を逸脱しない
範囲内での弾力的な運用は、条例で定めることにより対応可能であ
る。
２）港湾法第三十五条の二第一項において、「重要港湾の港湾管理者
としての地方公共団体に、地方港湾審議会を置く」と定められている。
これは、重要港湾毎に地方港湾審議会を置くことを規定したものでは
ない。そのため、港湾管理者（としての地方公共団体）が複数の重要港
湾について調査審議する同一の地方港湾審議会を置くことは、現行の
規定により対応可能である。
ただし、複数の港湾についての調査審議を同一の地方港湾審議会で
行う場合には、各々の港湾についての適切に調査審議できるような組
織、運営をお願いしたい。

右提案主体の意見に
ついて、検討の上回答
されたい。

引き続き審議会の必置規制の廃止について十分御
検討いただきたい。

-

　前回回答のとおり、港湾管理者が港湾計画、環境整備負担
金その他の当該港湾に関する重要事項について決定するに
あたっては、当該地域の各種関係者の意見を十分に踏まえ、
地域の総意としての意思形成を図ることは必要不可欠であ
り、それを担保する制度としての地方港湾審議会の設置につ
いては、法で定める必要があると考えている。
　そのため、地方港湾審議会の必置規制は引き続き必要と考
えている。
　また、先般、提案者からは「地方港湾審議会の必要性につ
いては，県としても充分認識している」との回答を得たところ。
　なお、地方港湾審議会の具体的な運営のあり方については
港湾管理者に委ねられていることも、前回申し上げたとおりで
ある。
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○審議会の設置の如何については，地
方自治体の自主的な運営方針に委ねる
べきである。

審議会の設置について，その必要
性等については，地方自治体の裁
量に委ねるべきである。

広島県
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特定重要港
湾に係る入
港料の事前
協議制の廃
止

港湾法第４４
条の２第１
項、第２項
地方自治法
第２２５条

特定重要港湾については、国の利
害に重大な関係を有し、かつ、国
際海上輸送網の拠点として特に重
要な港湾であり、特定重要港湾に
係る入港料率が、国際航海及び国
際貿易に大きな影響を有するなど
国の利害に特に関係が深いもので
あるという理由から、国として料
率の設定又は変更にあたり事前に
協議を受け運輸審議会の意見を聞
いた上で同意を行っている。

Ｃ

　特定重要港湾については、国の利害に重大な関係を
有し、かつ、国際海上輸送網の拠点として特に重要な港
湾であることから、国費を投入し施設整備を行っており、
このような国家的政策に基づき整備された港湾施設に
ついて、我が国港湾の国際競争力強化を図る観点、内
外の海運企業等特定重要港湾を利用する者の適正な
利用を確保する観点から、国として入港料の適正な設
定を図ることは国として最低限の責務である。
　なお、特定重要港湾の入港料に関する関与の見直し
については、地方分権推進計画（平成１０年５月閣議決
定）を受け、平成１１年７月に港湾法の一部改正を行い、
平成１２年４月から認可制から同意制に規制緩和を行っ
たところである。その後、平成１４年１０月３０日の地方分
権改革推進会議による「事務・事業の在り方に関する意
見」において特定重要港湾の入港料に関する関与の見
直しも意見として出されたため、平成１６年３月３０日に
「入港料に関する検討委員会」を立ち上げ、関係者の意
見を幅広く聴取し検討を行ってきているところであり、今
後も関係者の意見を尊重しつつ状況の把握に努めてま
いりたい。

検討委員会を立ち上げ
ているとのことだが、そ
の具体的検討状況及び
今後の検討スケジュー
ルを明確にされたい。右
提案主体の意見を踏ま
え検討の上回答された
い。

○「平成１６年３月３０日に「入港料に関する検討委員会」を立ち上げ、関係
者の意見を幅広く聴取し検討を行ってきているところであり、今後も関係者
の意見を尊重しつつ状況の把握に努めてまいりたい。」とのことであるが，本
県提案の趣旨を踏まえ，今後とも，前向きな検討をお願いしたい。

Ｃ －

　入港料検討委員会の立ち上げに際して、事前に行った関係事業者
からのアンケート結果を見ると、「入港料の設定､変更に国の関与は必
要かどうか」との問いに対して、多くの関係事業者から「国の関与は必
要」との回答を得ているところである。
　しかしながら、今般の要望も踏まえ、他の地方自治体を含め、引き続
き関係者からの情報収集及び状況の把握に努めつつ検討して参りた
い。

関係事業者からのアン
ケート結果の状況のみ
回答いただいており、
再検討要請で求めた
「具体的検討状況及び
今後の検討スケジュー
ル」について具体的に
回答がされていない
が、明確にできない理
由が何かあるのか。具
体的にいつどのような
内容で検討され、今後
どのようなスケジュール
で検討していくのか。右
提案主体の意見を踏ま
え、検討の上回答され
たい。

　アンケート結果において，多くの関係事業者から
「国の関与は必要」と回答を得ているとのことである
が，多くの関係事業者が国の関与が必要であるとす
る理由についてお示し願いたい。
　今後とも，本県提案の主旨を踏まえ，引続き前向き
に御検討願いたい。

-

入港料検討委員会の立ち上げに際して、事前に行った関係
事業者からのアンケート結果において、「国の関与が必要」と
答えた割合（無回答を除く）は、外航船社：５６％、内航船社：８
０％、船舶代理店：７１％、物流関係事業者：５６％、荷主関係
事業者：６３％となっており、全体では６４％となっている。
また、国の関与が必要であるとの理由については、「全国的
見地にたって調整することが必要」、「入港料値上げの歯止め
が必要」及び「国策として関与すべき」が主な理由となってい
る。
今後、当省としては、他の関係地方自治体を含め、引き続き
関係者からの情報収集及び状況の把握に努めつつ、入港料
検討委員会において、さらに検討を行い、１８年度中に結論を
得ることとしている。
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○ 特定重要港湾の入港料については，
地方自治体が議会の議決を得ているこ
とを踏まえ，国の許可制度の見直し。

○ 特定重要港湾の入港料について
は，地方自治体が議会の議決を得
ていることを踏まえ，国の許可制度
を見直し，地方の自主的・総合的な
管理運営体制の強化を図る。

広島県
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